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特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年

松前町条例第１２号）の一部を次のように改正する。

別表１を次のように改める。

別表１

非常勤の委員会の委員その他委員報酬及び費用弁償

区分 報酬の額 旅費の額

選挙管理委員会 委員長 年額 １０２，０００円 町長等の給料額及

び旅費額並びにそ

委員 年額 ８４，０００円 の支給条例（昭和

２９年松前町条例

農業委員会 会長 年額 １８０，０００円 第１２号）に規定

する副町長の旅費

委員 年額 １１７，０００円 相当額

農地利用最適化推進委員 月額 ６，４００円

教育委員会委員 年額 １９８，０００円

固定資産評価審 委員長 日額 ４，０００円

査委員会

委員 日額 ４，０００円

臨時に補充された選挙管理 日額 ４，０００円

委員会委員

福祉委員 日額 ４，０００円



港湾審議会委員 日額 ４，０００円

町営住宅入居者選考委員会 日額 ４，０００円

委員（町職員たる委員を除

く。)

民生委員推薦会委員 日額 ４，０００円

文化財保護審議会委員 日額 ４，０００円

史跡福山城保存整備審議会 日額 ４，０００円

委員

史跡松前氏城跡福山城跡保 日額 １０，０００円

存整備検討委員会委員

スポーツ推進委員 年額 ２７，０００円

国民健康保険運営協議会委 日額 ４，０００円

員

青少年問題協議会委員（町 日額 ４，０００円

職員たる委員、道職員たる

委員及び市町村立学校職員

給与負担法に定める教員た

る委員を除く。）

特別職報酬審議会委員 日額 ４，０００円

松前町学校給食運営委員会 日額 ４，０００円

委員

社会教育委員（町職員たる 日額 ４，０００円

委員、道職員たる委員及び



市町村立学校職員給与負担

法に定める教員たる委員を

除く。）

教育支援委員会委員（町職 日額 ４，０００円

員たる委員及び市町村立学

校職員給与負担法に定める

教員たる委員を除く。)

いじめ問題対策連絡協議会 日額 ４，０００円

委員（町職員たる委員及び

市町村立学校職員給与負担

法に定める教員たる委員を

除く。)

いじめ対策委員 弁護士 日額 ２０，０００円

会

委員 日額 ４，０００円

学校運営協議会委員（町職 日額 ４，０００円

員たる委員及び市町村立学

校職員給与負担法に定める

職員たる委員を除く。)

漁家経済再建委員会委員 日額 ４，０００円

（町職員たる委員を除く。)

総合計画審議会委員 日額 ４，０００円

防災会議委員 日額 ４，０００円

国民保護協議会委員及び専 日額 ４，０００円

門委員



情報公開及び個人情報保護 日額 ４，０００円

審査会委員

行政不服審査会 委員 日額 ４，０００円

専門委員 日額 ２０，０００円

法務嘱託職員 日額 ２０，０００円以内

監査委員 議員のう 月額 ２３，０００円 議会の議員の議員

ちから選 報酬及び費用弁償

任された 等に関する条例

監査委員 （昭和３１年松前

町条例第１１号）

に規定する旅費相

当額

識見を有 月額 ６３，０００円 町長等の給料額及

する者の び旅費額並びにそ

うちから の支給条例（昭和

選任され ２９年松前町条例

た監査委 第１２号）に規定

員 する副町長の旅費

相当額

青少年問題協議会専門委員 日額 ４，０００円 職員の旅費に関す

（町職員たる委員、道職員 る条例（昭和３９

たる委員及び市町村立学校 年松前町条例第１

職員給与負担法に定める教 ４号）に規定する

員たる委員を除く。） 旅費相当額



別表３を次のように改める。

別表３

非常勤の嘱託員及びこれに類するもの

区分 報酬の額 旅費の額

学校嘱託医（町職員たる嘱 年額 １３０，０００円以内 町長等の給料額

託医を除く。） 及び旅費額並び

にその支給条例

学校嘱託歯科医 年額 ３６０，０００円以内 （昭和２９年松

前町条例第１２

学校嘱託薬剤師 年額 １９８，０００円以内 号）に規定する

副町長の旅費相

保育所嘱託医（町職員たる 年額 ３６，０００円 当額

嘱託医を除く。）

保育所嘱託歯科医 年額 ３６，０００円

予防接種健康被害調査専門 日額 ２０，０００円

委員

産業医 年額 １２０，０００円

認知症サポート医 年額 １２０，０００円

附 則

この条例は、令和２年４月１日から施行する。





説明資料
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に係る新旧対照表

現 行 改 正 案

別表１ 別表１
非常勤の委員会の委員その他委員報酬及び費用弁償 非常勤の委員会の委員その他委員報酬及び費用弁償

区分 報酬の額 旅費の額 区分 報酬の額 旅費の額

選挙管理委員 委員長 （略） （略） 選挙管理委員 委員長 （略） （略）
会 会

委員 （略） 委員 （略）

（中略） （中略） （中略） （中略）

臨時に補充された選挙管理委 （略） 臨時に補充された選挙管理委 （略）
員会委員 員会委員

福祉委員 ― 福祉委員 日額 ４，０００円

港湾審議会委員 （略） 港湾審議会委員 （略）

（中略） （中略） （中略） （中略）

史跡福山城保存整備審議会委 （略） 史跡福山城保存整備審議会委 （略）
員 員

史跡松前氏城跡福山城跡保存 日額 １０，０００円
整備検討委員会委員

スポーツ推進委員 （略） スポーツ推進委員 （略）

国民健康保険運営協議会委員 （略） 国民健康保険運営協議会委員 （略）

青少年問題協議会委員 ― 青少年問題協議会委員（町職 日額 ４，０００円
員たる委員、道職員たる委員

※ が改正部分
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- 2 -

現 行 改 正 案

及び市町村立学校職員給与負
担法に定める教員たる委員を
除く。）

特別職報酬審議会委員 （略） 特別職報酬審議会委員 （略）

松前町学校給食運営委員会委 （略） 松前町学校給食運営委員会委 （略）
員 員

社会教育委員 （略） 社会教育委員（町職員たる委 （略）
員、道職員たる委員及び市町
村立学校職員給与負担法に定
める教員たる委員を除く。）

教育支援委員会委員（町職員 （略） 教育支援委員会委員（町職員 （略）
たる委員及び市町村立学校職 たる委員及び市町村立学校職
員給与負担法に定める教員た 員給与負担法に定める教員た
る委員を除く。) る委員を除く。)

（中略） （中略） （中略） （中略）

学校運営協議会委員（町職員 （略） 学校運営協議会委員（町職員 （略）
たる委員及び市町村立学校職 たる委員及び市町村立学校職
員給与負担法に定める職員た 員給与負担法に定める職員た
る委員を除く。) る委員を除く。)

漁家経済再建委員会委員（町 ― 漁家経済再建委員会委員（町 日額 ４，０００円
職員たる委員を除く。) 職員たる委員を除く。)

総合計画審議会委員 （略） 総合計画審議会委員 （略）

（中略） （中略） （中略） （中略）

監査委員 議員のうちか （略） （略） 監査委員 議員のうちか （略） （略）

※ が改正部分



現 行 改 正 案

ら選任された ら選任された
監査委員 監査委員

識見を有する （略） （略） 識見を有する （略） （略）
者のうちから 者のうちから
選任された監 選任された監
査委員 査委員

青少年問題協議会専門委員 ― （略） 青少年問題協議会専門委員 日額 ４，０００円 （略）
（町職員たる委員、道職員た
る委員及び市町村立学校職員
給与負担法に定める教員たる
委員を除く。）

別表３ 別表３
非常勤の嘱託員及びこれに類するもの 非常勤の嘱託員及びこれに類するもの

区分 報酬の額 旅費の額 区分 報酬の額 旅費の額

学校嘱託医 ― （略） 学校嘱託医（町職員たる嘱託 年額 １３０，０００ （略）
医を除く。） 円以内

学校嘱託歯科医 （略） 学校嘱託歯科医 （略）

学校嘱託薬剤師 （略） 学校嘱託薬剤師 （略）

保育所嘱託医 ― 保育所嘱託医（町職員たる嘱 年額 ３６，０００円
託医を除く。）

保育所嘱託歯科医 （略） 保育所嘱託歯科医 （略）

予防接種業務に限る嘱託医 ―

※ が改正部分
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現 行 改 正 案

予防接種健康被害調査専門委 日額 ２０，０００円
員

産業医 （略） 産業医 （略）

認知症サポート医 （略） 認知症サポート医 （略）

附 則
この条例は、令和２年４月１日から施行する。

説 各種委員会委員等の非常勤の特別職に係る公務災害補償は、北海道内の地方公共団体で組織する北海道市町村総合事務組合が共同処理して
いるところでありますが、当該組合は「無報酬では非常勤の地方公務員とは認められず、公務災害補償制度は適用できない。」との考え方か

明 ら、無報酬であります非常勤の特別職に報酬額を定め、公務災害補償の適用対象とするために条例を改正しようとするものであります。

※ が改正部分


